
3 地域差の検証に用いたデータ   

○ 一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の地域差の比較  

生活扶助基準板の地域差は、一般世帯の生活扶助相当支出額の地域差よりも大きくなっている。  

①2人以上全世帯（1人あたり）、全収入階級  

一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の比較  
指数（全国平均＝100）   

1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  

注1）1人あたりの生活扶助相当支出額は「1世帯あたりの生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  

注2）生活扶助基準の全国平均は、全国消費実態調査の級地別世帯数によるウエイトで加重平均して算出した。  

3級地－2   
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②2人以上全世帯（1人あたり）、年間収入第1～3・五分位  

一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の比較  

指数（全国平均＝100）  

1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  1級地－1  3級地－2   

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計  

注1）1人あたりの生活扶助相当支出額は「1世帯あたりの生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  

注2）生活扶助基準の全国平均は、全国消費実態調査の級地別世帯数によるウエイトで加重平均して算出した。  
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③2人以上全世帯（1人あたり）、年間収入第1・五分位  

一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の比較  
指数（全国平均＝100）  

1級地－1   1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地－2  

資料：全国消真実態調査特別集計（平成16年）  

注1）1人あたりの生活扶助相当支出額は「1世帯あたりの生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  

注2）生活扶助基準の全国平均は、全国消費実態調査の級地別世帯数によるウエイトで加重平均して算出した。   
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○ 単身世帯における消真実態の地域差について  

単身世帯（60歳以上）と夫婦子1人世帯の比較  

単身世帯（60歳以上）と夫婦子1人世帯について、生活扶助相当支出に占める品目分類の構成割合を比較す  

ると（図表1）、大きな差はみられないが、単身世帯の方が構成割合の大きい品目であり、かつ、構成割合の  
約半分を占める食料及び光熱・水道の地域差の推移をみてみると（P50の図表2）、地域差が縮小する傾向に  
あることから、単身世帯においても2人以上世帯と同様に、地域差は縮小しているのではないか。  

（図表1）生活扶助相当支出に占める品目分類の構成割合  

○ 第1・十分位  ○ 第1・五分位  

単身（60歳以上）   夫婦子1人   

生活扶助相当支出計  100，0％   100．0％  

食料   36．0％   30．0％  

住居   1．7％   0．1％  

光熱・水道   13．7％   9．8％  

家具・家事用品   4．3％   4．1％  

被服及び履物   3．4％   6．0％  

保健医療   2．2％   2．7％  
交通・通信   8．0％   11．8％  

教育   0．0％   0．5％  

教養娯楽   9．2％   10．3％  

その他の消貴支出   21．3％   24．6％   

単身（60歳以上）   夫婦子1人   

生活扶助相当支出計  100．0％   100．0％  

食料   34．5％   30．3％  

住居   0．8％   0．1％  

光熱・水道   12．5％   9．7％  

家具・家事用品   4．5％   4．2％  

被服及び履物   3．8％   5．7％  

保健医療   2．9％   2．6％  
交通・通信   8．2％   10．9％  

教育   0．0％   0．5％  

教養娯楽   10．9％   10．6％  

その他の消費支出   21．9％   25．4％  

資料：全国消責実態調査特別集計（平成16年）  
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（参考）一般世帯における消費支出額の地域差の推移   

一般世帯における都市階級別1人あたり消費支出額等の推移（2人以上全世帯の昭和59年と平成16年の比較）  

一般世帯における消費支出額及び生活扶助相当支出額の地域差は共に縮小する傾向  

①消責支出額  

1人あたり消責支出額の推移（2人以上全世帯）  
指数（全国平均＝100）  

◆Jll   

一◆一昭和59年   

－」■－   

95  

89   

l  l  l  l  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  

（平均世帯人員）3．59人→3．11人  3．75人→3．18人  3．89人→3．27人  3．96人→3．29人  4．17人→3・54人  

（集計世帯数）4，757世帯→5．751世帯 16，851世帯→20，330世帯 11，307世帯→10，808世帯  6，069世帯→5，676世帯   10，969世帯→10，547世帯   

資料：全国消真実態調査   

注1）都市階級大都市：政令指定都市及び東京都区部、中都市：人口15万以上100万未満の市（大都市除く）、小都市A：人口5万以上15万未満の市、  

小都市B：人口5万未満の市   

注2）1人あたり消費支出額は「1世帯あたりの消費支出嶺」÷「平均世帯人員の平方根」により算出した。  
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前ページに中間年等を追加したもの  

1人あたり消責支出額の推移（2人以上全世帯）  
指数（全国平均＝100）   

都市階級   大都市  中都市  小都市A  町 村  小都市B  

消費支出額  
各年の全国   平均を100とした指数  10年前   の指数との差（・  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  大都市  中都市  小都市A  小都  市B  町 村   
昭和54年   106．8   101．4   99．7   94．3   92．7  
昭和59年   110．8   102．7   101．0   93．3   88．6   4．0   1．3   1．3   －1．0  －4．1   

平成6年   106．7   102．9   100．8   92．8   91．7   －4．1   0．2   －0．2   －0．5  3．1   
平成16年   105．0   101．5   99．1   95．4   94．7   －1．7   －1．4   －1．7   2．6  3．0   
※昭和59年  は昭和54年との差   

資料：全国消真実態調査  

注）1人あたりの消費支出額は「1世帯あたりの消費支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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②生活扶助相当支出額  

1人あたり生活扶助相当支出額の推移（2人以上全世帯）   
指数（全国平均＝100）  

町 村  都市階級  小都市B  中都市  小都市A   大都市  

資料：全国消費実態調査  

注1）生活扶助相当支出額は消責支出額－（家賃地代＋保健医療＋自動車等関係費＋教育）で算出した。  

注2）1人あたり生活扶助相当支出額は「1世帯あたり生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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前ページに中間年等を追加したもの  

1人あたり生活扶助相当支出額の推移（2人以上全世帯）  
指数（全国平均＝100）  

◆昭和54年（1979年  
一■■一昭和59年（1984年  

－－◆－平成6年（1994年  

＝±：：＝平成16年（2004年   

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  

生活扶助相当支出額  
各年の全国平均を100とした指数  10年前の指数との差（※）  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村   
昭和54年   106．5   101．1   99．7   95．2   93．1  
昭和59年   109．4   102．8   101．1   94．1   89．4   2．9   1．7   1．4   －1．1   －3．7   

平成6年   104．1   102．5   100．9   95．0   93．9   －5．3   －0．3   －0．2   0．9   4．5   
平成16年   103．5   101．2   99．0   97．5   96．3   －0．6   －1．3   －1．9   2．5   2．4   
※昭和59年l  ま昭和54年との差   

資料：全国消費実態調査  

注1）生活扶助相当支出額は消責支出額－（家賃地代＋保健医療＋自動車等関係責＋教育）で算出した。  

注2）1人あたり生活扶助相当支出額は「1世帯あたり生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  

－49－   



③責目別消貴支出額の地域差の推移  

地域差が縮小する傾向にある責目 → 食費、光熱・水道費、家具・家事用品章  

地域差に大きな変化が認められない費目 → 被服及び履物糞、交通・通信費、教養娯楽糞  

○（図表2）地域差が縮小する傾向にある費目  

1人あたり食費の推移  
指数（全国平均＝100）  

1人あたり光熱・水道費の推移  
指数（全国平均＝100）  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  都市階級  

1人あたり家具・家事用品費の推移  
指数（全国平均＝100）  

120  

115  

110  

105  

1（氾  

95  

冥）  

85  

80   

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級   

資料：全国消費実態調査  

注）1人あたりの費目別支出額は「1世帯あたりの責目別支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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○地域差に大きな変化の認められない費目  

1人あたり被服及び履き物費の推移  1人あたり交通・通信費の推移  
指数（全国平均＝100）   指数（全国平均＝100）  

115  

1く）5  1■、  104、、、＼  

′  、g9     、■    98 ＼    92  阜9▲、      88       ‘ 」‾‾－‾－＝ニ三＝∴」 【■  
84   

】鵬   

－p2  ノノ103  

一寸 1。0     」巴  100  

98  

95  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  大都市  中都市  小都市A  小都市8  町村  都市階報  

1人あたり教養娯楽の推移  
指数（全国平均＝100）  

120  

115  

110  

105  

】00  

95  

舗  

85  

80  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  

資料：全国消費実態調査  

注）1人あたりの費目別支出額は「1世帯あたりの責目別支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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（参考）生活扶助相当支出額と消章者物価地域差指数の地域差の比較  

一般世帯の生活扶助相当支出額と消費者物価地域差指数の地域差はほぼ同様となっている。  

一般世帯の生活扶助相当支出額と消章者物価地域差指数の比較  
指数（全国平均＝100）  

1級地－1   1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地－2  

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計、平成14年全国物価統計調査  

注1）一般世帯の生活扶助相当支出額は、2人以上全世帯（1人あたり）、年間収入第1～3・五分位におけるデータである。  
注2）1人あたりの生活扶助相当支出額は「1世帯あたりの生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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（参考）被保護世帯における消費実態の地域差について  

1人あたり生活扶助相当支出額（2人以上世帯）  

指数（全国平均＝100）  

120  

115  

110  

105  

100  

95  

90  

85  

80  

75  

70  
1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1   

賃料：社会保障生計調査（家計簿）  
注1）平成14′、■16年の平均値である。  

注2）生活扶助相当支出額は消費支出額－（住居＋保健医療＋教育）で算出した。  
注3）1人あたり生活扶助相当支出額は「1世帯あたり生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  

3級地－2   
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4 勤労控除の検証に用いたデータ  

○ 就労に関連する経費  

○単身世帯における就労に関連する経費は、平均で就労収入の1割程度となっている。  

○夫婦子1人世帯における就労に関連する経費についても、平均で就労収入の1割程度となっている。   

※就労に関連する経費は、就労に伴う経費と考えられる支出品目を幅広く抜き出して集計しているものであり、実際には、就労とは関係がない支出が含まれることがあること、   

また、むしろ家事上の支出と見るべきものも含まれることがあることに留意する必要がある。  

一般世帯における就労に関連する経費  
単位：円  

単身有美世帯（60歳未満） 年間収入こ第1・五分位  夫婦子1人世帯（有業1人） 年間収入：第1・五分位  （備考）就労に関連する経費として集計した品目   

集計世帯数   415   756  

①外食費   8，735   8，346  一般外食   

②スーツ、ワイシャツ、ネクタイ等の被服費   乙489   
1．687  背広服、男子用コート、婦人服、婦人用スラックス、婦人用コート、ワイシャツ、ブラウス、ネクタイ、  

男子靴、婦人靴   

③クリーニング代   180   283  洗濯代   

④文房具等の事務用晶   230   439  耐久性文房具、消耗性文房具   

⑤雑誌、書籍   1，259   1，224  雑誌・週刊誌、書籍   

⑥習い事の月謝   156   167  語学月謝、他の教育的月謝   

⑦理美容   2，220   1，977  理髪料、パーマ、カット代、化粧品   

⑧定期入れ、名刺入れ等の身の回り晶   105   215  他の身の回り用品   

⑨つきあい費（接待等会社関係のつきあい）   321   586  つきあい費   

⑯こづかい   7   14，176  世帯主こづかい   

就労に関連する経費合計（①～⑩） （A）   15，702   29，098  

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計  
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○ 就労収入階級別にみた就労に関連する経責  

○単身世帯、夫婦子1人世帯のいずれも、就労に関連する経責と就労収入階級の間に正の相関関係がみられる。  

○就労に関連する経費と就労収入の回帰直線の傾きは、約0．1となっており、就労に関連する経費は就労収入が1万円増えるごとに1千円程度増   

える傾向がみられる。  

就労に関連する軽費の合計  
世帯類型   集計世帯数  1万円－  2万円・－  3万円～  4万円－  5万円－  6万円－  7万円－  8万円～  g万円－  10万円”  11万円－  lZ万円～  la万円－  1ヰ万円一  1～万円～  16万円－  1了万円卜  18万円－  1g万円－  ZO万円～  21万円－  2之万円－  ㍑万円γ  24万円－  25万円一－  祁万円～  27フラ円－  28万円－  調万円・－  30万円－  31万円”  3Z万円－  

l万円未満                                                                      2万H未満  ユ万円未満  4万円末扁  5万円未満  6万円乗薦  7万円未満  8万円未満  9万円未満  10方円未三▲  ll万円未満  12万円末葉  13万円未満  ＝万円束粛  15フラ円末弟  16万円未満  t7万円未満  18万円東鶉  柑万円未満  2（l万円束濱  21万円乗欄  22万円未満  23万円束漬  24方円未満  25万円未満  26万円末薫  27万円束；■  2且万円未濃  四万円東鶉  38万円束訴  31万円呆；■  32万円未満   

斗身  有稟1人   Z．569    7，081  13∫188  37．517  10．698  13，141  15．851  10．134  12，840  14．971  10．717  7．799  13，090  17．200  13．084  17．472  13，710  23．269  13．570  22．936  20．柑4  27．334  22．369  33．563  36．876  31．367  35．274  30．718  49．353  35．180  36．了43  37，378  47．545   

夫婦子1人  有菓1人   3．852  1．665    4，086  60，854  8．200  23，088  29，415  13．114  10，277  9．667  21．080  13．760  14，166  20，235  18．779  17。551  24，818  16．824  23．474  22．260  30．716  27．649  29．386  34．466  3l．167  301028  3l．932  37．004  34．929  49．897   

夫婦子1人世帯   単身世帯  

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  



Ⅴ 生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書（抜粋）  

生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書（抜粋）  

平成16年12月15日  

生活保護制度の在り方に関する専門委鼻会  

第1（略）  

第2 生活保護基準の在り方について  

1生活扶助基準の評価・検証等について  

（1）評価・検証  

先の中間取りまとめにおいて報告したとおり、いわゆる水準均衡方式を前提とする手法により、勤労3人世帯の生活扶   

助基準について、低所得世帯の消責支出額との比較において検証・評価した結果、その水準は基本的に妥当であったが、   

今後、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを定期的に見極めるため、全   

国消真実態調査等を基に5年に一度の頻度で検証を行う必要がある。なお、生活扶助基準の検証に当たっては、平均的   

に見れば、勤労基礎控除も含めた生活扶助基準額が一般低所得世帯の消真における生活扶助相当額よりも高くなって   

いること、また、各種控除が実質的な生活水準に影響することも考慮する必要がある。  

また、これらの検証に際しては、地域別、世帯類型別等に分けるとともに、調査方法及び評価手法についても専門家   

の知見を踏まえることが妥当である。同時に、捕捉率（生活保護の受給要件を満たす世帯がどれだけ実際に生活保護を   

受けているか）についても検証を行う必要があるとの指摘があった。  

（2）設定及び算定方法  

現行の生活扶助基準の設定は3人世帯を基軸としており、また、算定については、世帯人員数分を単純に足し上げて   

算定される第1類費（個人消費部分）と、世帯規模の経済性、いわゆるスケールメリットを考慮し、世帯人員数に応じて設   
定されている第2類責（世帯共同消真部分）とを合算する仕組みとされているため、世帯人員別にみると、必ずしも一般   
低所得世帯の消真実態を反映したものとなっていない。このため、特に次の点について改善が図られるよう、設定及び算   

定方法について見直しを検討する必要がある。  

り  
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① 多人数世帯基準の是正  

かねてより、生活扶助基準は多人数になるほど割高になるとの指摘がなされているが、これは人数が増すにつれ第1類  

真の比重が高くなり、スケールメリット効果が薄れるためである。このため、中間取りまとめにおいて指摘した第2類真の構  

成割合及び多人数世帯の換算率に関する見直しのほか、世帯規模の経済性を高めるような設定等について検討する必要  

がある。   

②単身世帯基準の設定  

中間取りまとめで指摘したとおり、単身世帯の生活扶助基準についても、多人数世帯の基準と同様、必ずしも一般低所  

得世帯の消真実態を反映したものとなっていない。また、被保護世帯の7割は単身世帯が占めていること、近年、高齢化の  

進展や扶養意識の変化に伴って高齢単身世帯の増加が顕著となっており、今後もさらにその傾向が進むと見込まれる。こ  

れらの事情にかんがみ、単身世帯については、一般低所得世帯との均衡を踏まえて別途の生活扶助基準を設定すること  

について検討することが必要である。   

③ 第1類章の年齢別設定の見直し  

中間取りまとめにおいても指摘したとおり、人工栄養真の在り方も含めた0歳児の第1類責や、第1類真の年齢区分の  

幅の拡大などについて見直しが必要である。   

2（略）  

3 故地   

現行級地制度については昭和62年度から最大格差22．5％、6区分制とされているが、現在の一般世帯の生活扶助相当消  

費支出額をみると、地域差が縮小する傾向が認められたところである。このため、市町村合併の動向にも配慮しつつ、さらに今  

後詳細なデータによる検証を行った上、級地制度全般について見直しを検討することが必要である。  

4 その他   

なお、1（1）で述べた定期的な評価を次回行う際には、今回行われた基準の見直しに係る事項についても評価の対象とし、  

専門家による委員会等において詳細な分析や検証を行い、被保護世帯の生活への影響等も十分調査の上、必要な見直しを検  

討することが求められる。  

第3～第5（略）  
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Ⅵ 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（抜粋）  

経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（抜粋）  

【社会保障】  

＜生活保護＞  

・以下の内容について、早急に見直しに着手し、可能な限り2007年度に、  

間に合わないものについても2008年度には確実に実施する。  

一生活扶助基準について、低所得世帯の消真実態等を踏まえた見直しを行う。  

ー母子加算について就労支援策を講じつつ廃止を含めた見直しを行う。  

一級地の見直しを行う。   

一自宅を保有している者について、リバースモゲージを利用した貸付け等  

を優先することとする。   

・現行の生活保護制度は抜本的改革が迫られており、早急に総合的な検討に  

着手し、改革を実施する。  
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